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ご利用ください!  福生市議会インターネット中継

◆配信内容　本会議のライブ映像と録画映像◆配信内容　本会議のライブ映像と録画映像
◆ 利用方法　福生市公式ホームページ 「福生◆ 利用方法　福生市公式ホームページ 「福生

市議会」→「インターネット中継」よりアクセス市議会」→「インターネット中継」よりアクセス

福生市議会
インターネット中継

パソコンのほか、スマートフォン、パソコンのほか、スマートフォン、
タブレット端末でも、市議会のイタブレット端末でも、市議会のイ
ンターネット中継を視聴できます。ンターネット中継を視聴できます。

「声の市議会だより」をお届けしています「声の市議会だより」をお届けしています
　音訳ボランティア「福生いとでんわ」により、市議会だよりの音訳をデイジ
ー方式のＣＤにして、視覚障害者(１・２級)の方にお届けしています。ご家族
やお知り合いで、希望される方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。

　専用の再生機が必要となりますが、利用対象者は日常生活用具として
給付を受けられます。

議会事務局　☎042-551-1523

多摩ケーブルネットワークでも本会議の生中継を放映します。ぜひご覧ください。
ケーブルテレビによる議会中継ケーブルテレビによる議会中継

歳入確保の取組について

福生市の農地の保全について

▲福生市公式YouTubeチャンネルのトップ画面

▲市内の農地

　質問　近年、自治体において公式
YouTubeチャンネルを収益化する動
きが広がっている。新たな歳入確保
の取り組みとして、本市の公式チャ
ンネルの収益化について所見を伺う。
　市長　広告収入の収益化は、登録
者数1000人以上、動画の総再生時間
が直近１年間で4000時間以上との条
件があり、本市のチャンネルはこれ
を満たし、令和５年６月に歳入確保

　質問　約30年間で30ha以上の農地
が失われている状況から市は農地保
全についてどのように考え、取り組
んでいるのか伺う。
　市長　令和３年３月改定の福生市
農業振興計画において、福生市農業
の将来像を「福を生む　福生の農地
　チーム福生で　緑の保全」と設定
し、その将来像を実現していくため、
３つの基本方針を定めている。農地

の一つとして収益化を開始した。収
益は「広告単価×広告再生回数」で
算出され、単価は非公表で不明だが、
11月末現在の収入額は１万7302円で
あった。今後も、多くの方に視聴し
ていただける魅力的でわかりやすい
動画を作成し視聴してもらうことで、
歳入につながればと考える。
　質問　現在の取り組みや今後の考
えなどを伺う。

保全のための特定生産緑地の指定、
担い手の育成支援や環境に配慮した
技術向上、安全・安心な地場産野菜
の活用や農業イベントの充実を図り、
市民農園の提供や市内イベントにお
ける地場産農産物の販売などに取り
組むなど、引き続き各関係機関と連
携し、農地の保全に努めていく。
市民農園の開設について
　質問　市が民有地を借り上げ、市

　企画財政部長　動画での情報提供
の重要性を全庁的に共有し、より積
極的に取り組むため、令和５年５月
に秘書広報課でマニュアルを作成し
た。動画は、同課と各担当課で打ち
合せを行った上で作成。公開時には
ハッシュタグ等で検索されやすい工
夫を行い、公開後は視聴者の年齢層
等を分析、次の動画作成に反映させ
るよう努めている。

民農園として開設することは可能か。
　生活環境部長　市民農園を開設す
る場合の要件は、まずは無償かつ長
期間にわたり借りられる農地である
こと。次に、最も重要である需要と
供給のバランスを考慮し、所在する
地域、面積の規模、周辺環境等の状
況等も踏まえて判断している。それ
らの要件等を全て満たしていれば開
設は可能と考えている。
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５
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必
要
な
議
員
数
、適
正
な
議
員
数
に
つ
い
て
は
、

現
在
福
生
市
議
会
と
し
て
、
多
角
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点
か
ら
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ト
リ
ガ
ー
条
項
の
凍
結
を
解
除
し
た
場
合
に
、

灯
油
や
重
油
が
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
不
公

平
感
や
、
国
と
地
方
の
巨
額
な
財
源
が
減
る
な
ど

の
課
題
が
懸
念
さ
れ
、
国
民
生
活
全
体
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
る
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
専
門

か
つ
慎
重
な
判
断
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必
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な
こ
と
か
ら
、
意
に
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い
難
い
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○
窓
口
業
務
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託
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め
る
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情
書
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窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
、
安
定
し
た
業
務
体
制
の
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保
を
図
る
た
め
に
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つ
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て
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地
方
自
治
法
に
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指
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求
め
て
い
る
条
文
は
見
当
た
ら

ず
、
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
団
体
名
・
所
在
地

は
告
示
等
で
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
新
た
な
条

例
を
定
め
る
必
要
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と
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ら
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に
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い
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い
。
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●
「
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
高
騰
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と
し
て
、
ト
リ

ガ
ー
条
項
の
発
動
と
ガ
ソ
リ
ン
税
・
軽
油
取
引
税

へ
の
消
費
税
課
税
停
止
・
見
直
し
を
求
め
る
意
見

書
」
を
政
府
に
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
陳
情
書

■
賛
成

　
ガ
ソ
リ
ン
価
格
を
初
め
と
す
る
物
価
高
騰
対
策

は
、
も
は
や
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
ず
、
中
で
も

石
油
価
格
へ
の
対
策
は
急
務
で
あ
り
、
ト
リ
ガ
ー

条
項
の
発
動
を
含
め
、
ガ
ソ
リ
ン
価
格
を
引
き
下

げ
る
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

　
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
物
流
の
血
液
で
あ

る
ガ
ソ
リ
ン
価
格
が
下
が
り
、
経
済
の
循
環
も
よ

く
な
る
に
違
い
な
い
こ
と
。

　
ガ
ソ
リ
ン
本
体
価
格
に
は
様
々
な
税
金
が
か
け

ら
れ
お
り
、
本
体
価
格
に
課
税
す
る
と
い
う
の
は

ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
こ
と
等
か
ら
、
本
陳
情

に
賛
成
す
る
。

●
福
生
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
反
対

　
こ
の
条
例
改
正
は
、
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
、

一
般
職
の
給
与
改
定
に
併
せ
て
市
議
会
議
員
に
支

給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
議
員
報
酬
や
特
別
職
の
給
料

に
つ
い
て
は
福
生
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
て

審
査
さ
れ
る
が
、
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
そ
の
対

象
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
、
市
民
の
暮
ら
し
が
厳

し
く
な
っ
て
い
く
状
況
の
下
、
市
民
の
代
表
で
あ

る
議
員
や
特
別
職
の
報
酬
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
自

粛
す
べ
き
こ
と
。

　
現
状
の
議
員
報
酬
は
、
若
者
世
代
が
立
候
補
し

よ
う
と
思
え
る
よ
う
な
給
与
水
準
で
は
な
く
、
十

分
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
が
、
一
日
も
早

く
市
民
全
体
の
暮
ら
し
が
向
上
す
る
政
策
を
実
行

し
、
堂
々
と
引
き
上
げ
を
審
議
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
市
政
の
充

実
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
、
引
き
上
げ
る

こ
と
に
つ
い
て
市
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、
本
案
に
反
対
す
る
。
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